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用語集

索引 用語 解説

あ ICT 情報通信技術

ICT(Information and Communication Technology)

RPA 人がコンピューターを操作して行う作業をソフトウ

ェアにより自動化する仕組み

RPA（Robotic Process Automation）

インセンティブ 行動を起こさせるための動機付け

AI-OCR 紙文書をスキャンにより読み取り，文字をデジタル

データに変換する OCR 技術に AI を組み込み，読み取

り制度を高めたもの

OCR（Optical Character Recognition）

LGWAN 地方公共団体間のコミュニケーションの円滑化，情

報の共有による情報の高度利用を図ることを目的と

して，地方公共団体の組織内ネットワークを相互に

接続したもの

LGWAN（Local Government Wide Area Network）

オープンデータ 機械判読に適した形式のデータを，誰でも自由に入

手や使用，加工，再配布などができるように広く一般

に公開するもの。市では，国の推奨データセットを中

心にデータを公開しており，このうち，観光施設や医

療機関の一覧等については，地理情報を基本とした

Web アプリケーションを公開している。

https://www.city.kasama.lg.jp/page/dir010451.h

tml

か かさめ～る 笠間市が配信しているメールマガジン

GIGA スクール構想 小中学校の児童生徒に，１人１台の学習者用端末と

高速ネットワーク環境などを整備する計画

GIGA（Global and Innovation Gateway for All）

基幹系システム 住民情報や税情報等を管理するためのシステム

キャッシュレス決済 クレジットカード，電子マネー，QR コード決済等の

現金を使わない決済

さ GIS 地理的位置を手がかりに，位置に関する情報を持っ

たデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し，視

覚的に表示するシステム

GIS（Geographic Information System）

自治体クラウド クラウドコンピューティング技術を活用して，地方

公共団体の情報システムの集約と共同利用を進める
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ことにより，情報システムに関する経費の削減や住

民サービスの向上等を図るもの

自治体ポイント クレジットカードや航空会社のマイル等のポイント

を，マイナンバーカードの IC チップ（マイキーID）

を利用して，地域の商店や公共施設，オンライン通販

サイトで使うことのできるように交換したもの

情報系システム 人事給与，財務会計，文書管理，情報共有その他 LGWAN

に接続されたシステム

情報リテラシー デジタル機器等を利用して，情報を扱うことができ

る能力

シンクライアントシ

ステム

利用者が操作する端末に必要最小限の処理のみをさ

せ，多くの処理をサーバ側に集中させたシステム構

成又は利用者が操作する機器

スマートシティ 先進的技術の活用により，都市や地域の機能やサー

ビスを効率化・高度化し，各種の課題の解決を図ると

ともに，快適性や利便性を含めた新たな価値を創出

する取組み

セキュリティプリン

ト

複合機等への印刷指示後，印刷機での操作により印

刷が開始する仕組み

た チャットボット インターネットを利用して行うリアルタイムコミュ

ニケーション（チャット）を，人の代わりにコンピュ

ーターが行うもの

デジタル・デバイド パソコンやインターネットを活用できる人とできな

い人の間にできる格差

テレワーク 情報通信技術を活用して，自宅等の会社外の場所で

仕事を行うこと

電子決裁 事案の処理についての意思決定をシステムにより行

うもの

電子署名 文書等のデータの真正性を証明するために付加され

る暗号データであり，紙文書における印章や署名に

相当するもの

電子入札 入札案件の登録，参加申請，入札書の提出・受理，落

札者決定の事務をインターネットを利用して行うも

の

都市計画用途地域図 建築物を建築する際の建物の用途及び面積などの規

制を示した図面

は BPR 既存の業務フローを根本から見直し，業務の流れを

最適化する観点から再構築するもの

BPR（Business Process Re-engineering）
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ペーパーレス会議 デジタル機器を利用した，紙を用いない会議

ま マイナポータル 行政手続の検索やオンライン申請，行政からのお知

らせを受け取ることができる，政府が運営するオン

ラインサービス

マイナンバー系 行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第

２条第１０項に規定する個人番号利用事務，戸籍事

務等に関わる情報システム及びデータ

ら リモートワーク テレワークと同意義。


